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1 ．はじめに

　著作権法［1］の第35条では「学校その他の教育機関（営
利を目的として設置されているものを除く。）において
教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過
程における使用に供することを目的とする場合には、必
要と認められる限度において、公表された著作物を複製
することができる。」と定めている。学校等の教育機関
において著作権法に照らした適切な著作物の利用促進を
目指して、「学校その他の教育機関における著作物の複
製に関する著作権法第35条ガイドライン」［2，3］（以下、ガ
イドライン）が示されている。上記のガイドラインによ
ると、著作物を電子化し、校内サーバ等に累積しておく
事を禁止している。またさらに複製の部数と態様に関し
ては、「部数は通常1クラスの人数と担任する者の和を
限度とする。」「授業を担当する者と物理的に同じ場所で
授業を受ける者。」と規定している。
　近年環境問題に配慮し、印刷枚数を減らす取り組みが
多くの企業や大学によって行なわれている。特に多いの

が、今まで紙媒体で配布されていた資料等を電子媒体で
配布する事で、無駄な紙利用を抑える取り組みである。
我々は電子媒体での資料の配布を推進させたいと考え
た。電子化されたデータを公開・配布する為に、クリエ
イティブ・コモンズ［16］などの活動やDRM（Digital 

Rights Management）技術［17］などに関する研究が非常に
盛んに行われている。これらの活動や研究は、著作権の
制限と著作権の保護という電子化されたデータの公開・
配布に対して相反する目的をもっている。しかし現実に
は、教育現場においてそれらの活動・研究の成果を利用
した形で電子媒体を用いて著作物を配布することはあま
り行われておらず、紙媒体で配布することが多い。その
原因として、我々は「学校その他の教育機関における著
作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン」に
示されている規定が、電子媒体での著作物配布を難しく
していると考えた。特に、情報技術の利用について、あ
まり慣れ親しんでいない教員にとっては、このガイドラ
インを理解して正しく運用することは、非常に負担とな
る。そこで我々はその解決策の一つとして、教育現場に
おいてガイドラインに準拠し、かつ、出来るだけ簡単な
操作で電子化された著作物を配布出来る仕組みとして、
教育現場におけるガイドラインの準拠を目的とした資料
複製・配布システムを提案する。このシステムを実現す
る事により、ガイドラインそのものをあまり意識せずに
ガイドラインに沿った形で著作物を電子媒体で配布する
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が可能となる。
　本稿では、「学校その他の教育機関における著作物の
複製に関する著作権法第35条ガイドライン」に準拠し
た資料の複製・配布システムを実現する為の問題点と、
その解決法を提案するとともに、提案した解決法に基づ
いた資料配布システムの実現方法を提案する。さらに提
案システムの実装方法およびシステムの概要について述
べる。最後にシステムの有効性を、実行例を基に述べる。
　以下に本論文の構成を述べる。2章では資料配布シス
テムの関連研究として資料配布機能を持つ既存のLMS

（Learning Management System）及びCMS（Course Man-

agement System）について述べる。3章では複製・配布
システムを実現する為の問題点を述べるとともに、その
改善策の提案を行なう。4章では改善提案に基づいた、
資料配布システムについて述べる。5章でまとめを述べ
る。

2 ．関連研究と関連技術

　資料配布を目的としたシステムには遠隔授業等での資
料配布を目的としたシステムと、対面授業における資料
配布を目的としたシステムがある。学習管理システム
LMS（Learning Management System） や CMS（Course 

Management System）に実装されている資料配布機能は
前者にあたる。大学における高等教育のLMSやCMSは、
Cornell Universityで開発され、後に商用化されたBlack-

board［4］が特に有名である。Blackboardは100カ国・2700
以上の教育機関に導入されている。特にアメリカでは
50％、シンガポールでは80％、オランダでは100％の教
育機関で導入されており、600万人のアクティブユーザ
がいるとされている。University of British Columbiaで開
発され、後に商用化されたWebCT［5］も有名で、この二
つで80％前後のシェアを占めている。またMITは高等
教育現場での教育や学習を支援するシステムのオープン
で拡張可能な規格を定義すべく、O.K.I.（Open Knowl-

edge Initiative）プロジェクト［6］を進めている。Universi-

ty of Michiganは遠隔教育や協調学習を支援する環境と
してCHEF（CompreHensive collaborativE Framework）［7］

を開発している。更にO.K.I.とCHEFなどの成果を統合
したシステムを開発するSakai Project［8］がある。他にも
東京大学大学院情報学環・学際情報学府とメディア教育
開発センターはexCampus［9］とよばれるストリーミング
での授業映像の配信と掲示板による議論を中心としたシ
ステムを提案し実装している。更にCFIVE［10，11，12］と呼ば
れるオープンソースのLMSを東京大学　情報基盤セン
ターと日本ユニシスは共同開発し、無償で提供している。
これらの殆どのシステムには資料配布機能が実装されて
いる。しかしながら上記すべてのシステムがガイドライ
ンに記載されている配布基準を満足すべく、授業時間内

に演習室の中にいる受講学生だけに資料を配布すること
を可能としていない（受講学生だけに資料が配布できる
システムはあるが、受講時間内にそのとき出席している
学生だけに資料を学生の数だけ配布する事はできな
い。）。そこで我々は対面授業においてガイドラインを遵
守した形で資料を複製・配布することができるシステム
を提案するとともに、そのシステムの構築方法を述べる。
3章では著作権を有する資料を電子媒体として複製・配
布する際の問題点を述べる。更にその解決方法について
述べる。

3 ． 著作物の複製・配布システム実現の為の問題点とそ
の解決方法

3.1　著作物複製・配布システム実現の為の問題点
　「学校その他の教育機関における著作物の複製に関す
る著作権法第35条ガイドライン」には授業において著
作物を複製し配布する際のガイドラインが記されてい
る。下記にその詳細を記す。
（Ⅰ） 　授業を担当する者と物理的に同じ場所で授業を受

ける者だけ受け取る事ができる。
（Ⅱ） 　配布行為が授業中のみ行なわれる事。公衆送信が

できないようにする事。
（Ⅲ） 　実際に授業を受ける人のみが受け取る事を保障し

なくてはならない。
（Ⅳ） 　配布部数は通常一クラスの人数と担当する者の和

を限度とする。
　従って我々は上記のガイドラインに準拠したシステム
提案し開発をおこなった。（Ⅰ）（Ⅱ）は大学におけるコン
ピュータ演習室のネットワーク構成を見直し、それを改
善することで解決を目指した。具体的な構築方法につい
ては3.2.1で述べる。（Ⅲ）は教員と物理的に同じ場所に
いる事を保障する為に出席管理システムを用いて出席者
を特定し、出席している学生のみに著作物の資料が配布
できる仕組みを提案する。（Ⅳ）に関しては、配布部数を
明確にするために、出席している学生のホームディレク
トリへ教員が直接配布する仕組みを提案する。（Ⅲ）、（Ⅳ）
の解決方法については3.2.3で述べる。
　本研究の目的は著作物の著作権を守ることではなく、
教員が教育現場においてガイドラインに準拠し、かつ、
出来るだけ簡単な操作で電子化された著作物の配布を支
援することである。

3.2　 著作物複製・配布システム実現の為の問題点の解
決方法

3.2.1　（Ⅰ）（Ⅱ）の解決方法
　（Ⅰ）授業を担当する者と物理的に同じ場所で授業を受
ける者だけ受け取るようにしなくてはならない点と（Ⅱ）
配布行為が授業中のみに行なわれなくてはならない点
（公衆送信ができないようにする事）に関しては大学に
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おけるコンピュータ演習室のネットワーク構成を見直
し、それを改善することで解決をおこなった。図1は提
案するネットワーク構成を示している。本学（豊田工業
大学）の学内LANは事務系、研究系、教育系と大きく3
種類に分類される。学内LANに接続されたPCはDHCP

サーバによって IPアドレスが自動的に付与される。教
育系のネットワーク内に、授業で利用されるコンピュー
タ演習室がある。コンピュータ演習室内の学生用のPC

は、有線にて学内LANに接続されている。これまで本
学の学内LANは同一セグメントで構成されていた。こ
の状態で資料配布システムが実現された場合、資料配布
システムへのアクセスは物理的に学内であれば事実上ど
こからでもアクセスできる（事務系や研究系からのアク
セスも可能である）。そこで演習室毎にセグメントを分
けること（具体的にはフィルタリング機構をもつルータ
を設置する）で演習室内のコンピュータのみ、演習室に
ある資料配布システムにアクセス可能となる。配布シス
テムでクライアントからのアクセス制限をかける方法も
あるが、DHCP環境下では必ずしも IPアドレスは保障
されない。また学生からの不正な配布システムへのアク
セスを可能な限り制限する為にも我々は上記で述べた提
案手法を採用した。これらはすべて既存の技術を応用し
解決を図っている。
　また本学は学生が自由に利用可能な無線LANアクセ
スポイントが設置されている。しかしながら無線LAN

アクセスポンイントは演習室外部の学内ネットワークに
接続されており、これらのアクセスポンイントから演習
室内部へのアクセスはできない。図2は各演習室内のネッ
トワークを表している。演習室内と学内LANとの間に
ルータを設置し、演習室内から学内LANへのアクセス
は許可するが、学内LANから演習室へのアクセスを禁
止することにした。これで教員と学生が物理的に同じ場

所にいる事が保障できる。また教員に著作物配布行為を
授業中だけ行なう事を可能とする為に、教員が配布作業
を実際におこなう際に配布システムを起動し、配布作業
が完了次第システムを終了する形態をとることとした。
3.2.2　（Ⅲ）（Ⅳ）の解決方法
　（Ⅲ）（Ⅳ）の問題点を解決する為に、教員と物理的に同
じ場所にいる場合のみカウントされる出席管理システム
に基づいて出席者を特定し、出席している学生のみに著
作物の資料が配布できる仕組みを提案する。これはたと
え授業を受講していても、当日演習室内で講義を受講し
ていない学生には配布できない事を意味している。図3
は著作物の配布方法を表している。学生は出席管理シス
テムを兼ねた資料配布システムにログインする事で、著
作物配布用の配布ドライブが学生用のクライアントPC

にマウントされる。マウントされたドライブは、資料配
布システム内の各学生のホームディレクトリ上の配布用
フォルダである。配布ドライブは、出席管理システムに

図1　学内LANのネットワーク構成見直し後

図2　演習室内のネットワーク構成見直し後
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よって出席が確認された学生のみマウントされる。著作
物である資料を教員が学生に配布する際は、出席管理シ
ステムにより演習室内に必ずいる事が確認された学生一
覧情報を基に、出席している学生の配布用フォルダに、
著作物である資料をコピーする方法を採用する。ホーム
ディレクトリにコピーをする事は、学生に資料を一部配
布することと等価である。従って上記の方法を用いる事
で、配布する資料の数は演習室内にいる学生だけに限定
して配布することが可能となり、かつ配布する資料の数
は著作権法で定められている出席している学生の総和と
なる。対面授業を対象とした資料配布システムでは、教
師用コンピュータから生徒用コンピュータに対して授業
中に配信するシステムは既に提案されている。しかしな
がら、このような方式を採用するシステムの多くは、出
席学生が授業中に配布された資料持ち帰り、授業終了後
に資料として学習に利用する事ができない。従ってこれ
らのシステムと本支援システムは異なる。

4 ．著作物複製・配布システムの実現

　3章の著作物複製・配布システム実現の為の問題点を
踏まえ、我々は著作物複製・配布システムの実現をおこ
なった。本支援システムは教員が実際の講義の場におり、
且つ講義を受講している学生が当日実際に演習室にいる
場合のみ、著作物となる電子化された資料を受け取る事

ができる。本支援システム実現をする為には、演習室の
ネットワーク構成の変更を要した。表1は構築した著作
物複製・配布システムの概要を表している。4.1では変
更したネットワーク構成について述べる。4.2ではネッ
トワーク構成の変更を踏まえて構築した著作物複製・配
布システムについて述べる。

4.1　変更したネットワーク構成
　3.2.1で提案したように、演習室内と学内LANとの間
にルータ（フィルタリング機構を持つ）を設置し、演習
室内から学内LANへのアクセスは許可するが、学内
LANから演習室へのアクセスを禁止することにした。

4.2　著作物複製・配布システムの概要
　フィルタリングを行なうルータとするハードウェアは
IBM DOS/V互換機を用いたLinuxを採用した。Linuxの
OSにはVine Linux3.2［14］を用いた。また本学の演習室の
学生用クライアントPCにはWindows XPが採用されて
いる。LinuxをWindows XPのファイルサーバとする為
にSamba［15］を用いた。Sambaは、UNIXおよびUNIX互
換マシン（Linux FreeBSD等）をWindows NT/2000互換
のファイルサーバ／プリント・サーバにするオープン・
ソース・ソフトウェアである。SambaはGPL（GNU 

General Public License）のもと、自由に利用することが
できる。学生はSambaを使って資料複製・配布システム
上の配布フォルダを、使用するクライアント PC

（Windows XP）にマウントすることで配布資料を受け取
る事ができる。

4.3　システムの実行例による有効性の評価
　図4はシステムの流れを示している。教員は授業開始
後に配布システムを起動する。配布システムが起動され
た後、学生は配布システムにログインする。各学生には
授業開始前にログイン IDとPasswordが配布される。配
布の対象は受講学生のみである。ログイン後、Sambaに
よって Linux上の各学生のホームディレクトリが
Windows上から扱えるようになる。具体的にはマイコン
ピュータ上にZ：ドライブとしてマウントされる。受講
している全学生のログインが終わると実際に当日講義を
教室内で受講している学生が確定する。
　資料を配布する為に、教員は配布資料をシステムに送
信する。教員からシステムへの配布資料の送信もSamba

図3　著作物の配布方法

表1　資料複製・配布システムの概要

ハードウェア／ソフトウェア 名称・バージョン等
ルータ IBM DOS/V互換機

OS Vine Linux3.2

ファイルサーバ Samba3.0
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を用いて行なう。システムは配布資料をシステム内の各
ユーザーのホームディレクトリ内の「配布資料フォルダ」
へコピーする。この際、コピーは物理的に同じ場所で受
講している学生のホームディレクトリのみ行なわれる。
学生は教員から配布資料が配られた旨の連絡を受け、Z

ドライブから配布資料を受け取る。このシステムは、資
料の配布だけでなくSambaを用いてレポート等の課題の
提出も可能である。このレポート提出システムは配布シ
ステムと同様に物理的に同じ場所にいる学生のみが提出
できる。授業が終了時に配布システムを停止すると自動
的に学生のホームディレクトリ（Zドライブ）はアンマ
ウントされる。配布システムが停止された状態では、学
生は配布資料を受け取る事が出来ない為、本支援システ
ムは物理的に教員と同じ場所にいる学生のみが資料の配
布を受ける事を可能としている。
　著作権を有する著作物を教育の現場で配布する際の問
題点に「著作物を電子化し校内サーバ等に累積しておく
事の禁止。」、「部数は通常1クラスの人数と担任する者
の和を限度とする。」、「授業を担当する者と物理的に同
じ場所で授業を受ける者。」という規定がある。我々が
提案し開発したシステムはこれらの規定に準拠している
事は明らかである。

5 ．おわりに

　教育現場において電子媒体を用いて著作物を配布する
ことはあまり行われておらず、紙媒体で配布することが
多い。その原因として、我々は「学校その他の教育機関
における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイド
ライン」に示されている規定が、電子媒体での著作物配
布を難しくしていると考えた。特に、情報技術の利用に
ついて、あまり慣れ親しんでいない教員にとっては、こ
のガイドラインを理解して正しく運用することは、非常
に負担となる。そこで我々はその解決策の一つとして、
教育現場においてガイドラインに準拠し、かつ、出来る
だけ簡単な操作で電子化された著作物を配布出来る仕組
みとして、教育機関における著作物複製ガイドラインに
準拠した資料複製・配布システムを提案した。本論文で
は、ガイドラインに準拠した複製・配布システムを実現
する為の問題点と、その解決方法を提案するとともに、
解決方法に基づいた資料配布システムを提案した。さら
に提案システムの実装方法、およびシステムの概要につ
いて述べた。最後に提案システムの有効性を実行例を基
に示した。

図4　複製・配布支援システムの流れ
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A Proposal on the System to Copy and Distribute the Materials 
Based on the Guideline about Copying a Book

at the Educational Institutions and How to Realize it

Rihito Yaegashi・Kazuya Odagiri・Sadao Ohyama・Masaharu Tadauchi

　In the educational institutions, the teachers seldom distribute the materials by electrical 
files. They often use paper as the vehicle to give the students materials. The authors 
consider it is because that the rule which is mentioned in “Article 35 of Copyright Law about 
Copying a Book at the Educational Institutions” makes distributing the materials by electrical 
files difficult. Especially, it is a big burden for the teachers who are not familiar with using the 
information technology to understand this guideline and use it. Then, the authors propose 
the system to copy and distribute the materials for the purpose of observing the copyright. 
This system enables the teachers to observe the guideline and hand out the electrical 
materials with the easy operation. This paper discusses the problems to realize the system to 
copy and distribute the materials, suggests the solutions, and propose the system to hand out 
the materials based on its solutions. The authors also describe how to construct the proposed 
system and its outline. Finally, the authors show the effect, mentioning the samples.
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Copyright, LMS, CMS, System to Copy and Distribute the Materials
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